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法務

ま
で
に
対
応
が
必
要
に
な
る
と
聞
き

ま
し
た
が
、
改
正
内
容
を
把
握
で
き

て
い
ま
せ
ん
。
当
社
で
は
個
人
情
報

の
積
極
的
な
利
活
用
は
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
把
握
し
て
お
く
べ
き
事
項
が

あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

1
．
個
人
情
報
保
護
法

と
は

　
「
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
個
人
情
報

保
護
法
）」
は
、
個
人
の
権
利
や
利

益
の
保
護
と
個
人
情
報
の
有
用
性
の

調
和
を
図
る
べ
く
、
平
成
15
年
に
制

定
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
、
取
り
扱

う
個
人
情
報
の
数
が
5
0
0
0
人
分

以
下
で
あ
る
事
業
者
を
規
制
の
対
象

外
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
27
年

の
改
正
に
よ
り
撤
廃
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
降
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し

て
事
業
に
用
い
て
い
る
事
業
者
で
あ

れ
ば
、
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
数
に

昨
年
、
個
人
情
報
保
護

法
が
改
正
さ
れ
、
事
業

者
は
改
正
法
の
施
行
日

か
か
わ
ら
ず
、「
個
人
情
報
取
扱
事

業
者
」
と
し
て
個
人
情
報
保
護
法
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

個
人
情
報
保
護
法
に
お
い
て
は
、

生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
の
う

ち
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
が
「
個
人
情
報
」
と
さ

れ
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
個

人
情
報
が
「
個
人
デ
ー
タ
」
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

個
人
デ
ー
タ
の
う
ち
、
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
が
、
開
示
、
内
容
の
訂

正
、
追
加
ま
た
は
削
除
、
利
用
の
停

止
、
消
去
お
よ
び
第
三
者
へ
の
提
供

の
停
止
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
権
限

を
有
す
る
も
の
が
「
保
有
個
人
デ
ー

タ
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
例
外
を
包

摂
す
る
厳
密
な
定
義
は
割
愛
）。

2
．
令
和
2
年
改
正
の
経
緯

　

平
成
27
年
の
改
正
に
際
し
て
は
、

情
報
通
信
技
術
の
著
し
い
進
展
に
機

動
的
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
個
人
情

報
保
護
法
の
内
容
に
つ
い
て
は
3
年

ご
と
に
見
直
し
を
す
る
こ
と
も
法
制

化
さ
れ
ま
し
た
。
内
閣
府
に
設
置
さ

れ
た
独
立
第
三
者
機
関
で
あ
る
個
人

情
報
保
護
委
員
会
（
以
下
、
委
員

会
）
が
、
見
直
し
の
た
め
の
具
体
的

な
検
討
を
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

本
稿
で
解
説
す
る
令
和
2
年
の
個

人
情
報
保
護
法
改
正
（
以
下
、
本
改

正
）
は
、
こ
の
検
討
に
基
づ
く
初
め

て
の
改
正
と
な
り
ま
す
。

　

改
正
法
は
令
和
2
年
6
月
5
日
に

成
立
、
同
月
12
日
に
公
布
さ
れ
て
お

り
、
令
和
4
年
4
月
1
日
か
ら
全
面

施
行
と
な
り
ま
す
。

3
．
令
和
2
年
改
正
の
概
要

　

本
改
正
に
お
い
て
は
、
①
個
人
の

権
利
、
②
事
業
者
の
守
る
べ
き
責
務
、

③
事
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
取
り
組

み
を
促
す
仕
組
み
、
④
デ
ー
タ
利
活

用
に
関
す
る
施
策
、
⑤
ペ
ナ
ル
テ
ィ
、

⑥
法
の
域
外
適
用
・
越
境
移
転
、
こ

れ
ら
の
六
つ
の
在
り
方
が
大
き
な
テ

ー
マ
と
な
っ
て
お
り
、
多
岐
に
わ
た

る
具
体
的
な
改
正
項
目
は
基
本
的
に

こ
れ
ら
の
ど
れ
か
に
属
し
て
い
ま
す
。

　

個
人
情
報
を
ビ
ジ
ネ
ス
に
積
極
的

に
利
活
用
し
て
い
な
い
、
ま
た
は
予

定
し
て
い
な
い
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、

関
心
を
寄
せ
て
お
く
べ
き
と
考
え
ら

れ
る
改
正
事
項
に
つ
い
て
解
説
し
て

い
き
ま
す
。

　

な
お
、
解
説
で
も
触
れ
る
と
お
り
、

本
改
正
に
よ
る
規
制
の
一
部
の
具
体

化
は
、
委
員
会
規
則
に
委
ね
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

委
員
会
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の

整
備
に
向
け
た
議
論
状
況
も
公
表
し

て
い
る
の
で
、
本
改
正
の
全
面
施
行

に
十
分
に
備
え
る
に
は
、
同
委
員
会

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（https://w

ww
.

ppc.go.jp/personalinfo/legal/
kaiseihogohou/

）
を
確
認
し
て
お

く
こ
と
が
有
用
で
す
。

⑴
個
人
の
権
利
の
在
り
方
に
関
す
る

改
正

ⓐ
利
用
停
止
・
消
去
等
の
個
人
の
請

求
要
件
の
緩
和

　

本
改
正
前
は
、
本
人
が
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
に
対
し
て
自
己
を
識
別

令
和
2
年
改
正
個
人
情
報
保
護
法
の

施
行
に
備
え
て

虎
門
中
央
法
律
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

弁
護
士

荒
井
隆
男
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で
き
る
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
利
用
停

止
や
消
去
等
を
請
求
で
き
る
の
は
、

利
用
目
的
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超

え
て
利
用
さ
れ
て
い
た
場
合
と
、
不

正
に
取
得
さ
れ
て
い
た
場
合
と
に
限

定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

本
改
正
で
は
、
そ
れ
ら
に
加
え
、

利
用
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
、

漏
え
い
等
が
発
生
し
た
場
合
、
本
人

の
権
利
ま
た
は
正
当
な
利
益
が
害
さ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
も
、
利

用
停
止
や
消
去
等
を
請
求
で
き
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
（
個
人
情
報
保
護

法
新
法
30
条
5
項
）。
こ
の
要
件
緩

和
に
よ
っ
て
、
利
用
停
止
等
の
請
求

件
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

ま
す
の
で
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者

は
対
応
態
勢
を
あ
ら
か
じ
め
整
備
し

て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

ⓑ
保
有
個
人
デ
ー
タ
開
示
方
法
の
見

直
し

　

本
人
が
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に

対
し
て
、
保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示

を
請
求
す
る
こ
と
は
本
改
正
前
か
ら

認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
本
改
正

に
お
い
て
は
、
開
示
の
方
法
に
つ
い

て
、
電
磁
的
記
録
の
提
供
に
よ
る
方

法
そ
の
他
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方

法
を
本
人
が
指
示
で
き
る
旨
が
規
定

さ
れ
ま
し
た
（
同
28
条
1
項
）。

　

た
だ
し
、
例
え
ば
、
シ
ス
テ
ム
改

修
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
場
合
の
よ
う

に
、
本
人
の
求
め
る
方
法
に
よ
る
開

示
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
場
合
等

に
は
、
書
面
の
交
付
に
よ
る
方
法
で

足
り
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
同
28
条

2
項
）。

⑵
事
業
者
の
守
る
べ
き
責
務
の
在
り

方
に
関
す
る
改
正

ⓐ
漏
え
い
等
の
報
告
等
の
義
務
化

　

個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
等
の
事
故

発
生
に
際
し
た
場
合
に
委
員
会
に
報

告
す
る
こ
と
は
法
律
上
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

本
改
正
に
よ
り
、
個
人
の
権
利
利
益

を
害
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と

し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
故
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
同
規
則
の
定
め

に
従
い
、
委
員
会
へ
の
報
告
と
本
人

へ
の
通
知
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
（
同
22
条
の
2
）。

　

委
員
会
規
則
に
お
い
て
は
、
漏
え

い
し
た
個
人
デ
ー
タ
の
性
質
、
漏
え

い
等
の
態
様
や
規
模
等
の
複
数
の
観

点
か
ら
、
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す

る
お
そ
れ
が
大
き
い
事
態
が
報
告
等

の
対
象
と
し
て
定
め
ら
れ
る
も
の
と

想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ⓑ
不
適
正
な
利
用
の
禁
止

　

違
法
ま
た
は
不
当
な
行
為
を
助
長

や
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
方
法
に

よ
る
個
人
情
報
の
利
用
が
禁
止
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
同
16
条
の

2
）。

　

こ
れ
は
、
破
産
手
続
き
開
始
決
定

を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
の
情
報
を

集
約
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公

開
す
る
等
、
本
改
正
前
の
規
定
に
照

ら
し
て
は
た
だ
ち
に
違
法
と
評
価
で

き
な
い
も
の
の
、
個
人
の
権
利
利
益

の
保
護
の
観
点
か
ら
は
看
過
で
き
な

い
態
様
で
、
個
人
情
報
が
用
い
ら
れ

て
い
る
事
例
が
発
生
し
た
こ
と
を
契

機
と
す
る
改
正
で
す
。

　

本
改
正
で
明
確
に
禁
止
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
右
記
の
よ
う
な
不
適
切

な
利
用
事
例
で
は
、
利
用
者
に
不
法

行
為
責
任
が
成
立
し
や
す
く
な
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

⑶
事
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
取
り
組

み
を
促
す
仕
組
み
の
在
り
方
に
関

す
る
改
正
（
法
定
公
表
事
項
の
充

実
）

　

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
、
保
有

個
人
デ
ー
タ
に
関
し
て
一
定
の
事
項

（
自
身
の
氏
名
等
）
を
本
人
の
知
り

得
る
状
態
（
本
人
の
求
め
に
応
じ
て

遅
滞
な
く
回
答
す
る
場
合
を
含
む
）

に
置
く
こ
と
は
、
本
改
正
前
か
ら
求

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

本
改
正
で
は
、
従
前
は
公
表
が
求

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
個
人
情
報
取

扱
事
業
者
の
住
所
等
に
つ
い
て
も
公

表
事
項
と
し
て
追
加
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
（
同
23
条
2
項
1
号
）。

こ
れ
は
、
本
人
が
個
人
情
報
取
扱
事

業
者
に
対
し
て
利
用
停
止
等
の
請
求

や
連
絡
を
し
よ
う
に
も
住
所
が
判
明

し
て
い
な
け
れ
ば
、
困
難
に
な
る
事

態
が
想
定
さ
れ
る
た
め
で
す
。

⑷
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の
在
り
方
に
関
す
る

改
正

　

違
反
事
案
の
増
加
傾
向
等
を
踏
ま

え
、
委
員
会
に
よ
る
命
令
違
反
・
委

員
会
に
対
す
る
虚
偽
報
告
等
の
法
定

刑
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

委
員
会
か
ら
の
命
令
に
違
反
し
た

行
為
者
の
懲
役
は
、
6
カ
月
以
下
か

ら
1
年
以
下
に
、
罰
金
は
30
万
円
以

下
か
ら
1
0
0
万
円
以
下
に
変
更
さ

れ
ま
し
た
（
同
83
条
）。
委
員
会
へ

の
虚
偽
報
告
等
を
行
っ
た
行
為
者
へ

の
罰
金
は
、
30
万
円
以
下
か
ら
50
万

円
以
下
と
な
っ
て
い
ま
す（
同
85
条
）。

　

ま
た
、
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

等
を
不
正
に
提
供
等
し
た
場
合
に
お

い
て
、
法
人
に
科
さ
れ
る
罰
金
の
上

限
額
が
50
万
円
以
下
か
ら
1
億
円
以

下
へ
と
、
大
幅
に
増
額
さ
れ
ま
し
た

（
同
87
条
1
項
1
号
）。


